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A.研究目的 

就労継続支援Ｂ型と生活介護を中心に、現

在の日中活動支援の体系が整備された経過や

その後の実態ならびに時代背景に関係する資

料を整理することで、実態把握ならびにサービ

スの質の向上に向けての調査を行う際の基礎

資料とする。 

 

B.研究方法 

本研究は、文献ならびに厚生労働省等のウ

ェブ・ページに記載されている資料の収集整

理を中心とした文献研究である。 

 

C.研究結果 

１．２つの事業 

1) 就労継続支援Ｂ型事業 

就労継続支援Ｂ型事業とは、厚生労働省の

ウェブ・ページにおいて表１の通り記されて

いる 1)。 

2016 年 10 月 1 日時点における事業所数は

10,214（2016 年 9 月に利用者がいた事業所は

8,604）2)、利用者数は 216,915 人（2016 年 9

月時点の国保連データ）3)である※1。 

2018年度の報酬改定において、就労継続支

援Ｂ型事業については、表２のような改定が

行われた。2017 年度までは、工賃の多寡につ

いては、目標工賃達成加算と目標工賃達成指

導員配置加算として評価してきた。しかし、

2018 年度からは、加算ではなくサービス費と

して、前年度の平均工賃月額をシンプルに７

段階に分けており、工賃額に対するインセン

ティブがより高いものになっている。これが

最も特徴的な変化である。また、就労移行体制

加算も増額されている。 

 

2) 生活介護事業 

生活介護事業とは、厚生労働省のウェブ・

ページにおいて以下の表３の通り記されてい

る 1)。 

2016 年 10 月 1 日時点における、障害者支

援施設の昼間実施の生活介護を除く事業所数

は 6,933（2016 年 9 月に利用者がいた事業所

研究要旨 

 本研究の目的は、就労継続支援Ｂ型と生活介護の実態把握ならびにサービスの質の向上に向け

ての調査を行う際の基礎資料を作成するため、現在の日中活動支援の体系が整備された経過やそ

の後の実態ならびに時代背景に関係する資料を整理することである。障害者自立支援法と同時に、

利用者のニーズを反映した機能別の体系に改定された日中支援事業はその後 12年間変わっていな

い。その間に、①日中支援の利用者数は倍以上に増えている、②多様なニーズの障害者がこの２つ

の事業を利用している、③障害者の権利利益の擁護が重視される時代に変化している等の社会的

背景の変化があり、新たなサービス体系検討に向けての実態調査が必要な時期に来ている。 



9 

 

は 5,724）であり、障害者支援施設等は 5,778

である 2)※２。障害者支援施設の生活介護を含

む利用者数は 270,959 人（2016 年 9 月時点の

国保連データ／障害者支援施設の昼間実施の

生活介護を含む）3)である※３。 

2018年度の報酬改定において、生活介護事

業については、表４のような改定が行われた。

特徴的な点は、65歳を超えた障害者について、

従来から利用してきた障害福祉サービスを継

続して受けやすくすることを目的に共生型介

護サービスを新設している（介護保険、障害福

祉双方の基準を満たす事業所がⅠ型、介護保

険のみを満たす事業所がⅡ型）。また、医療的

ケア者受入のために看護職員２名以上配置を

評価する常勤看護職員等配置加算の拡張、四

肢の麻痺等の状態にある者に対する訓練を評

価するリハビリテーションの拡張と共に、こ

れまで障害者支援施設、共同生活援助、短期入

所といった夜間のサービス提供において加算

を行ってきた重度障害者体制加算が新設され

ている。さらに、就労継続支援Ｂ型事業同様、

就労移行体制加算も新設された。全体的に、医

療的ケアやリハビリテーションを必要とする

障害者、あるいは強度行動障害者等を受入、専

門的な支援を行うことに対してインセンティ

ブが働くような加算が設けられており、同時

に就労による退所を評価する報酬体系に変わ

っている。 
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3) ２つの事業の利用者数 

就労継続支援Ｂ型と生活介護は、障害福祉

サービスの日中支援（以下、障害者支援施設に

おける昼間実施の生活介護も「日中支援」とい

う用語に統一する）として最も利用者数の多

い事業である。2017年 12月の国保連のデータ 

 

では、就労継続支援Ｂ型利用者が 236,487人、

生活介護利用者が 276,345人、合計 512,832人

である。同月の障害福祉サービスの全利用者

数（実数）が 82.8万人であることから、この

２つの事業の全サービスの利用者数の 62％を

占めている。 
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２．日中支援サービスの事業体系に関する歴

史的経過 

1) 措置から障害者自立支援法へ 

2006 年 10 月より施行された障害者自立支

援法（以下、自立支援法と言う）により、この

２つの日中支援事業は誕生している。 

自立支援法に至る背景には、大きく 2 つの

流れがあると考えられている。ひとつは、戦後

に構築された社会福祉の在り方を大きく改革

する、いわゆる社会福祉基礎構造改革である。

間近に迫る高齢化社会に備え、1990 年の社会

福祉関係八法の改正により、在宅福祉、市町村

がサービス主体、民間事業者の参加を認める

等の方向性が定まり、2000 年には介護保険が

施行されている。もうひとつは、国際障害者年

（1981 年）以降、ノーマライゼーションの理

念が普及・定着するに伴い、1989 年にグルー

プホーム事業が制度化されるなど、障害福祉

の分野も次第に入所施設から地域生活への移

行に必要な基盤整備が徐々に進展したことで

ある 4)。 

2003年に、措置制度のサービス体系そのま

まに、利用契約を締結した支援費制度を経て、

３年間という短期間のうちに自立支援法によ

る新たなサービス体系が構築された※４。サー

ビス体系の見直し方針として、2004年 10月に

開催された第 18回社会保障審議会障害者部会

において、下記の２点が示されている。 

 

① 「地域生活支援」、「就労支援」といった新

たな課題への対応するため、自立訓練や

就労移行支援等の地域生活への移行へ資

する機能を強化するための事業を実施す

る 

② 入所期間の長期化など本来の施設の機能

と入所者の実態の乖離を解消するため、

サービス体系を機能に着目して再編し、

効果的・効率的にサービスが提供できる

体系を確立する 

 

また、この会議の資料（以下、改革のグラ

ンドデザイン案と言う）には、具体的なサービ

ス体系の見直し案が図１の通り提案されてい

る 5)。つまり、これまで多様な制度で展開して

きた、身体障害・知的障害・精神障害といった

障害種別の施設施策をすべて統合化し、日中

活動と住まいに分割し、利用者にニーズに合

わせた機能別の事業単位にサービスをまとめ

ている。この時点では、就労継続支援Ｂ型や生

活介護という事業体系は存在しない。 

第 18回社会保障審議会障害者部会以降、当

部会の議論や関係団体等との意見交換等、

様々な調整が行われ、サービス体系は自立支

援給付（介護給付、訓練等給付）と地域生活支

援事業に整理され、2005年 10月に開催された

第 28回社会保障審議会障害福祉部会資料にお

いては、概ね現在と同様の日中支援の体系が

提案されている。自立支援法で採用されたサ

ービス体系については、改革のグランドデザ

イン案と比較し、図２に示す。これにより、障

害者の状態やニーズに応じた支援が効率的に

行われるよう、障害種別ごとに分立した 33種

類の既存施設・事業体系を、６つの日中活動に

再編されることになった。なお、改革のグラン

ドデザイン案のサービス体系からの主な変更

点は、要支援障害者雇用事業が、就労継続支援

事業に変更となり、さらに施設に通う障害者

と労働契約を行うことを前提とした雇用型と

労働契約のない非雇用型の２つのタイプに別

れた。そして、非雇用型の就労継続支援ができ

たため、生活福祉事業の機能は、生活介護と就

労継続支援の両方が受け持つことになってい

る。このサービス体系は、就労継続支援につい

ては、Ａ型（雇用型）とＢ型（非雇用型）に名

称変更され、2006 年 10 月より 2012 年 3 月ま

での経過措置期間を経て、現在に至るまで継

続している。 

 

2) 実現しなかった総合福祉部会の提言 

社会保障審議会障害福祉部会に最初の案が

出されてから現在（2018年 4月）に至るまで、

12年半、サービス体系の変更はない。しかし、

2010年 4月から 2011年 8月の間に開催された

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会にお

いて、障害者自立支援法における日中活動の

サービス体系を、シンプルに「就労支援」と「日

中活動等支援」の２つに分離し、それぞれ障害

者就労センター、デイアクティビティセンタ

ー事業の創設を求める結論の報告書が提出さ

れている。また、このような大規模なサービス
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体系への改革に際しては、モデル事例による

先行事例の検証が必要だと記されている。障

害者自立支援法から障害者総合支援法に改定

される際、この提言を受けた日中活動のサー

ビス体系の見直しは実際には行われ無かった

が、図３に「障害者総合福祉法の骨格に関する
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総合福祉部会の提言（以下、骨格提言と言う）」

に記されている日中活動に関するサービス体

系（案）を示す 6)。 

骨格提言に示されたサービス体系は、改革

のグランドデザイン案同様、「就労」は利用者

と事業所との労働契約が前提である。逆に、労

働契約を行わない生産活動に従事する場合は、

就労という用語を使わない。一方、「介護」と

いう名称も消え、デイアクティビティセンタ

ーが、比較的広い範囲のニーズを受け止める

事業として位置づけられている。ちなみに、本

研究の対象である就労継続支援Ｂ型と生活介

護は、概ねこのデイアクティビティセンター

を指している（正確には、日中支援の自立訓練

（生活訓練）がデイアクティビティセンター

に含まれるが）。 

 

3) 労働施策と福祉施策の分立 

措置時代の授産施設や小規模作業所といっ

た、いわゆる福祉的就労の場で働く障害者は、

当初より「労働者」ではなく、労働法が適用さ

れない「訓練生」と考えられてきた。つまり、

労働基準法や最低賃金法等のいわゆる労働契

約の対象外であった。一部、1972 年創設の身

体障害者福祉工場（知的障害者福祉工場は

1985 年から）は、事業所と利用者との間の労

働契約が前提であった。「福祉的就労に労働者

保護が無いことは人権上の問題である」と権

利擁護の視点から福祉的就労の批判が登場し

たのは、日本が ILO159号条約（職業リハビリ

テーションおよび雇用に関する条約）に批准

した 1992年前後からである。その後、障害者

雇用促進法の複数回の改正により、企業等で

障害者雇用数が順調に増え、さらに障害者自

立支援法の施行後、就労継続支援Ａ型利用者

の数も急激に増え、労働契約を前提として働

く障害者が飛躍的に増えているが、労働者保

護のない就労の問題は未だ解決していない。 

障害者自立支援法が施行された直後、神戸

市内の知的障害者作業所が、最低賃金法と労

働基準法に違反しているとして、神戸東労働

基準監督署より改善指導を受けている※５。

1951 年に労働省労働基準局長から発出された

「授産事業に対する労働基準法の適用除外に

ついて」（1951 年 10 月 25 日基収第 3821 号）

に違反していると、労働基準監督署が判断し

たのである。これを受け、厚生労働省労働基準

局長から全国の労働局長宛に 2007 年 5 月 17

日に「授産施設、小規模作業所等において作業

に従事する障害者に対する労働基準法第９条

の適用について」が発出されており 7)、さらに

2008 年 7 月 1 日に厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部障害福祉課長より「就労継続支

援事業利用者の労働者性に関する留意事項に

ついて」が一部改正され、都道府県障害保健福

祉主管部（局）長宛に発出されている 8)。後者

の通知において、労働契約の無い利用者に生

産活動に従事させる際の留意事項が以下の 4

点に明確にまとめられている。 

 

(ア)利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用

者の自由であること 

(イ)各障害者の作業量が予約された日に完成

されなかった場合にも、工賃の減額、作業

員の割当の停止、資格剥奪等の制裁を課

さないものであること 

(ウ)生産活動において実施する支援は、作業

に対する技術的指導に限られ、指揮監督

に関するものは行わないこと 

(エ)利用者の技能に応じて工賃の差別が設け

られていないこと 

 

労働施策と福祉施策の分立については、ILO

第 159 号条約違反に関して「授産施設におけ

る障害者が行う作業を妥当な範囲で、労働法

の適用範囲に収めることは、きわめて重要」と

見解を示しており、この妥当な範囲について

は、障害者の就労や雇用等の正確な実態把握

とともに、福祉と労働との総合的運用が期待

されている 9)。 

 

4) 歴史経過の要旨 

以上、社会福祉基礎構造改革以降の日中支

援サービスの体系に関係する資料を駆け足で

振り返った。要旨は、以下の 3点にまとめられ

る。 

 

 戦後、社会福祉の発展に伴い、障害種別に

複雑に分立してきた日中支援を、利用者

ニーズに応じた、機能別のシンプルな体
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系の確立を目指してきた 

 機能別の分類には、その境界の線引に難

しさがあり、改革のグランドデザイン案、

自立支援法の体系（現在の総合支援法の

体系と同様）、骨格提言案それぞれ、異な

る線引を行っている 

 就労については、利用者のニーズを中心

とした機能だけでなく、障害者の権利擁

護（労働者保護）の視点からも検討が必要

である 

 

D.考察 

１．利用者が偏在する事業 

現行の日中支援サービスの事業体系が開始

された当初、措置施設における日中支援（通所

あるいは入所施設における日中活動）の利用者

数を概ね 28.0 万人、小規模作業所利用者数が

8.0万人、障害者を対象としたデイサービス利

用者が 2.0 万人で、合計 38.0 万人と見込まれ

ていた。一方、2017年 12月時点で、就労継続

支援Ｂ型利用者数が 236,487人、生活介護利用

者数が 276,345人（障害者支援施設の日中支援

含む）である。これ以外の日中支援として、就

労継続支援Ａ型利用者数が 68,801 人、就労移

行支援利用者数が 33,626 人（養成施設含む）、

自立訓練（機能訓練・生活訓練含む）14,715人

あり、この５つの事業の利用者数合計は

629,974 人であり、2005 年度の推計数の 2.25

倍に増えている。そして、有期限利用が前提の

就労移行支援や自立訓練、労働契約前提の就労

継続支援Ａ型ではなく、就労継続支援Ｂ型と生

活介護の２つの事業の利用者数が圧倒的多数

であり、利用者のニーズに応えた、機能別の事

業体系を目指してきたものの、事業別の利用者

数の偏りは大きく、この傾向はさらに続くもの

と推測される。 

 

２．事業の目的にマッチした利用者 

利用者のニーズに応えた、機能別の事業体

系である以上、その事業にマッチした対象者像

や事業が目指すべき目的を明確にする必要が

ある。生活介護事業は、常時介護を要する障害

者を対象に、入浴、排せつ及び食事等の介護、

調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関

する相談及び助言その他の必要な日常生活上

の支援、ならびに創作的活動又は生産活動の機

会を提供することで、身体機能又は生活能力の

向上を目指すことを目的としている。介護とい

う名称が含まれているが、いわゆる日常生活動

作における身体介護が必要な障害者のみを対

象としている訳ではない。しかし、例え生産活

動に参加しているにしても、経済的自立へ向け

ての支援ではなく、身体機能又は生活能力の向

上を目指すものと定めている。一方、就労継続

支援Ｂ型は、通常の事業所に雇用されることが

困難な障害者のうち、生産活動その他の活動の

機会を提供することにより、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練等を行う

ことを目的としている。１～２年の間に、企業

等への雇用の実現は難しく、また労働契約を行
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うＡ型の活躍も今すぐは難しいと判断された

人を対象としているが、身体機能や生活能力の

向上を目指す事業ではなく、あくまでも就労に

必要な知識と能力の向上を追求する事業であ

る。 

実際に各事業を利用する障害者のニーズと、

制度上の事業の対象者や目的との関係につい

て、考えるツールとして図４を示す。図の①は、

就労移行支援・就労継続支援Ａ型と就労継続支

援Ｂ型、そして生活介護の機能を、概ね社会参

加の程度で単純な直線に表したものである（現

実はこのような単純なものではない）。各事業

が想定する対象者像や目的通り、実際の利用者

が３つのタイプに別れれば、制度と実際の障害

者のニーズとに齟齬は生まれない。しかし、現

実は、各事業が想定する対象者像や目的とニー

ズがほぼ合致する障害者は、必ずしも大多数と

は言えない。もしかすると、②の様に、事業目

的にマッチした利用者はわずかしか存在しな

いかも知れない。もし、現実が②に近い状況で

あったなら、ニーズと事業がマッチしない多く

の利用者（②のグレーの部分）が、かなりの割

合存在すると考えられる。そして、2018年度の

報酬改定により、就労継続支援Ｂ型は、より高

いパフォーマンスの生産活動に従事する利用

者、つまり高い工賃を得る利用者になり得る訓

練成果を強く求めている。また、生活介護は、

医療的ケアやリハビリテーション、強度行動障

害者支援等の、より専門性の高い支援の提供に

インセンティブをもたせている。明らかに、図

４の③の矢印方向の利用者像を重視している

と考えられる。つまり、就労継続支援Ｂ型と生

活介護の中間に存在する、それぞれの事業目的

にマッチしない対象者が、さらに増える可能性

が生じている。 

障害者自立支援法が目指した、利用者ニー

ズに応じた、機能別のシンプルな体系の確立は、

当時も今も理にかなった方向性である。しかし、

現在のサービス体系の企画が出来上がった

2005年から既に 12年以上が経過している。そ

の間に、利用者数は２倍を遥かに超える数に増

えている。つまり、企画当時の利用者よりも、

遥かに多い数の障害者が、日中支援の対象にな

っているのである。その間、事業体系毎に様々

な調査研究が実施されており、それぞれより有

効な制度や運用方法について検討が行われ、改

訂が何度か行われてきた。しかし、サービス体

系全体について、様々な立場からの意見を集約

し、新しい体系作りを目指した議論は骨格提言

の一度だけであり、実際に日中支援サービス体

系の改訂は行われていない。特に、現在 50 万

人を超える利用者数が存在する、就労継続支援

Ｂ型と生活介護の事業目的と実際の利用者の

ニーズとがどれくらいマッチしているのか、大

規模な実態調査が待たれるところであり、制度

全体のグランドデザインを再度考える時期に

来ていると思われる。 

 

３．労働者性の保障 

障害者自立支援法施行後、障害者基本法の

改正や、障害者虐待防止法、障害者差別解消法

の成立など、障害者の権利利益をより尊重する

時代に変化している。1992年の ILO159号批准、

2008 年の労働者性に関する留意事項、そして

2011 年の骨格提言において問題提起された、

就労継続支援事業の労働者性に関して、障害者

と他の者の平等を基礎とする今、再度議論する

必要があると考えられる。 

例えば、労働契約のない、ある就労継続支援

Ｂ型事業所において、平均工賃が月額 3万円で

あったとする。そして、この事業所が一人ひと

りの生産性が単純に数値化出来る生産活動の

みを行っていたとする。そして、一人あたりの

数値化された生産額は、数千円～十数万円の格

差があったとする。実際に、多くの就労継続支

援Ｂ型では、多様なニーズの障害者が通所して

いるため、生産活動のパフォーマンスに大きな

幅が存在するものである（もちろん、生産活動

を単純に数値化出来る事例は稀である）。もし、

一人ひとりの生産額を工賃として支払った場

合、もっとも高いパフォーマンスを示す利用者

には、最低賃金を超える十数万円が支払われる

ことになる。しかし、就労継続支援Ｂ型では、

労働契約はなく、法律で保障されている労働者

としての権利は持っていない。もし、一人ひと

りの生産額ではなく、事業所全体の生産額をあ

る程度平準化して、もっとも高いパフォーマン

スを示す利用者に対して、3万円少々の工賃が

支払われていたとしたなら、支援計画を早急に

見直し、企業就労ないし就労継続支援Ａ型への
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移行を推奨すべきではないだろうか。就労継続

支援事業を含め、働くすべての障害者の就労の

質を高めることが、より多くの障害者の労働者

性の保障に結びつく戦略であることは間違い

ない。しかし、企業等における障害者雇用が大

幅に拡大しており、法定雇用率も急激に上昇し

始めている現在、また労働者性が担保される就

労継続支援Ａ型事業の利用者数も増えた現在、

サービス体系としての就労支援の見直しを、労

働者性をキーワードに再検討する時期に来て

いると思われる。 

 

E.結論 

就労継続支援Ｂ型と生活介護は、2006年の

障害者自立支援法により誕生したものであり、

現在もこの日中支援のサービス体系は変わっ

ていない。本稿では詳細に触れられなかったが、

この 12年の間に、社会は大きく変化している。

例えば、民間企業等における障害者雇用が急激

に拡大している。2005 年に民間企業等で雇用

されていた障害者は 26.9 万人であったが、20

17 年には 49.6 万人と 2 倍近くに増えており、

内訳としても知的障害や精神障害の雇用件数

が大きく伸びている。日中支援を考える上で、

重要な変化である。また、この 12 年の間に、

高齢化社会が一段と進んでいる。全人口に占め

る 65 歳以上の高齢者の割合は、2005 年で 20.

0％、2016年には 27.3％に増えている。これに

より、①日中支援を希望する障害者の増加に反

して、支援を提供する支援者等の人材確保が難

しくなっている、②都市部とは違い、人口縮小

が顕著な地方では、通所圏内で生活する障害者

が少なく、多機能型であっても最少人員数を確

保することが困難になっている。結果的に、事

業所の送迎距離の過剰な延長、若年の障害者が

高齢者施設等における基準該当事業所の利用

増加が増えている。 

障害者自立支援法において、当時、障害種別

に複雑に分立してきた日中支援を、利用者のニ

ーズに応じた、機能別のシンプルな体系の確立

を目指していた。その後、それぞれの事業につ

いては、様々な角度から調査ならびに関係団体

からの意見を集約し、事業の在り方について修

正している。しかし、日中支援のサービス体系

について、包括的に見直し、変更することは無

かった。現在、就労継続支援Ｂ型と生活介護は、

障害福祉サービスの日中支援として最も利用

者数の多い事業である。利用者数は、50万人を

超えており、すべての障害福祉サービス利用者

の 62％に相当する規模に成長している。そし

て、12年前に、利用者のニーズに応じた機能別

事業体系を企画した当時と比較すると、2倍を

遥かに超える障害者が利用している。当然、こ

の２つの事業を利用している障害者のニーズ

は多様であり、2005 年の企画段階と大きく異

なっていると推測される。さらに、この 12 年

間に、障害者の権利利益を重視する社会に変化

している。就労継続支援Ｂ型と生活介護の利用

実態や利用者のニーズを詳細に調査し、日中支

援の在り方について検証することが求められ

る。 

 

【資料】 

※１ 本稿執筆時点の最新の国保連データで

は（2017年 12月）、就労継続支援Ｂ型事

業の利用者数は 236,487人であり、2016

年 10 月から 14 ヶ月で 19,536 人増加し

ている。 

※２ 障害者支援施設等の数と同施設にける

昼間実施の生活介護事業の数は、厳密に

は同一ではない。しかし、施設入所支援

の入所利用基準からすると、概ね大多数

が生活介護事業を実施していると推測

できる。 

※３ 本稿執筆時点の最新の国保連データで

は（2017年 12月）、生活介護時用の利用

者数は 276,345 であり、2016 年 10 月か

ら 14ヶ月で 5,386人増加している。 

※４ 支援費制度は、直後より、①想定を上回

るサービス利用者数の増大と財源問題、

②障害種別（身体障害・知的障害・精神

障害等）による格差の拡大、③地域によ

りサービス水準の格差の拡大が生じ、改

めて早急な制度改正が求められた。 

※５ 2007年 4月 19日の読売新聞地方版にお

いて、「2006 年度、1,650 万円の作業収

入がありながら、工賃などに計約 400万

円しか充てておらず、「作業収入は必要

経費を除き、全額を工賃に充てる」など

とした労働法規の適用除外条件を逸脱
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していたという。兵庫県の最低賃金は時

給 683円（当時）だが、同作業所は百数

十円しか工賃を支払っていなかった。」

と記されている。 
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